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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ、カラス 

 計画期間 令和２年度～令和４年度 

 対象地域  善通寺市全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（平成３０年） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

 

果樹 

 

4万円   0.93ｈａ  

カラス 
果樹 

野菜、豆類 

 13万円  0.27ｈａ 

 102万円  1.08ｈａ 

（２）被害の傾向 

 イノシシによる農作物被害は善通寺町、与北町、生野町、大麻町、櫛梨

町、吉原町、碑殿町等広範囲である。被害状況アンケートによると被害数

値は少ないように感じるが、イノシシの捕獲件数は近年横ばいで余談は許

されない状況にある。また、カラスについては善通寺町、吉原町、碑殿町

を中心に果樹被害が出ており、市単独補助をしている防護網の申請も数件

ある状況。 

 

（３）被害の軽減目標 

 イノシシ 

指標 現状値（平成３０年） 目標値（令和４年） 

被害金額 ４万円 ３万円 

被害面積 93ａ 90ａ 

カラス 

指標 現状値（平成３０年） 目標値（令和４年） 

被害金額 １１５万円 １００万円 

被害面積 135ａ 117ａ 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課 題 

捕獲等

に関す

る取組 

 

 

○捕獲奨励事業 

・イノシシ１頭捕獲につき１万

円を補助 

〇狩猟免許試験予備講習会受講料

補助 

・猟友会の高齢化が進んでいる。 

・農家の担い手不足・高齢化による

耕作意欲、被害対策に対する住民

意識の低下。 

 



○狩猟免許申請手数料助成事業 

 ・受験に対し全額を補助 

○有害鳥獣捕獲事業 

 ・狩猟免許所有者捕獲檻等の購

入に補助（上限３万円） 

・有害鳥獣捕獲委託事業（ＪＡ 

  仲多度地区営農センター等に

弾代を補助 

○捕獲檻貸出し 

 ・市が檻を購入し、猟友会等に

設置と管理を依頼 

 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

鳥獣被害防止総合対策交付金（国

庫補助）の活用及び善通寺市有害

鳥獣被害対策事業（市単独事業）

により、ワイヤーメッシュ等進入

防止柵の設置及び捕獲奨励事業の

実施。 

（実績） 

平成２９年度 

  防護柵等：29件 5,080ｍ 

  有害捕獲：398頭 

平成３０年度 

  防護柵等：12件 1,892ｍ 

有害捕獲：317頭 

令和元年度 

 防護柵等：6件 1,930ｍ 

  有害捕獲：400頭（2月末現在） 

・過去に地元と善通寺市有害鳥獣対

策協議会が管理契約を締結し、進

入防止柵の管理及び修繕を行う事

になっているが、設置者の高齢化

と後継者問題により今後の管理が

困難となっている。 

・被害が多発する地域でも耕作放棄

地や被害を直接受けていない農地

については柵の設置に消極的であ

り共同施工が難しい場合がある。 

・捕獲については高齢化の問題もあ

るが、今のところ継続的な捕獲が

見込めている。新規狩猟免許所得

者も少しずつではあるが増えてい

る。 

（５）今後の取組方針 

１．防護柵は被害が集中する地域を重点的に設置する。 

２．捕獲は全体数を減少させるため、鳥獣被害対策実施隊員等と連携を取

りながら生息地域を特定し、効果的な捕獲を実施する。 

３．善通寺市広報やイベントでの啓発活動を中心に狩猟免許取得を推進し

、被害発生状況や捕獲状況等の情報共有を図り、総合的な対策が行え

る体制づくりを目指す。 

４．農業関係団体の協力を得て、広く狩猟免許所持者の拡大を図る。 

 

 

 

 

 



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

１．実施隊員を増員し、体制を強化する。 

２．県直轄の捕獲事業への採択申請をする。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

平成29年度 

 

イノシシ 

カラス 

・はこわな等の捕獲機材の導入 

・侵入防止柵等の設置を推進 

・狩猟免許取得の促進 

 

平成30年度 

 

イノシシ 

カラス 

・はこわな等の捕獲機材の導入 

・侵入防止柵等の設置を推進 

・狩猟免許取得の促進 

 

令和元年度 

 

イノシシ 

カラス 

・はこわな等の捕獲機材の導入 

・侵入防止柵等の設置を推進 

・狩猟免許取得の促進 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

 香川県第１２次鳥獣保護管理事業計画（H29.4.1～R4.3.31）及びイノシ

シ第二種特定鳥獣管理計画に基づき設定する。 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

２年度 ３年度 ４年度 

イノシシ ３５０頭 ３５０頭 ３５０頭 

カラス ３０羽 ３０羽 ３０羽 

 

捕獲等の取組内容 

狩猟免許保持者の増員を推進し、比較的安全で効果的な、はこわ

なの設置増加に努める。 

 また有害鳥獣捕獲許可により、イノシシ出没が多い地区を重点に

年間を通じ捕獲を実施する。 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

 善通寺市  該当なし 

 

 

 

 

 

 



４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

２年度 ３年度 ４年度 

イノシシ 防護柵 1,000ｍ 防護柵 1,000ｍ 防護柵 1,000ｍ 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和2年度～令和4年度 イノシシ 

 

遊休農地、放任果樹園対策の啓発活動 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役   割 

香川県 被害分析を行い、被害対策の改善を図る。 

関係機関に情報提供を行う。 

丸亀警察署 関係機関に情報提供を行う。 

被害発生・拡大防止に努める。 

善通寺市 関係機関に情報提供を行う。 

住民に対する注意喚起を行う。 

地区猟友会と連携し有害鳥獣捕獲を行う。 

善通寺地区猟友会 被害防止のため、有害鳥獣捕獲に協力する。 

関係機関と情報提供を共有し、予防措置を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）緊急時の連絡体制 

 

連絡体制フロー 
●想定通報：街中に出没（目撃）による人身の被害の発生又はそのおそれ 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報車等で周知 

 
  
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※「イノシシなどが出没したときの対応マニュアル」を参考に、善通寺市農林課で作成 

 

 

 

 

情報提供・連携 
通報者 第１次受信部 県庁・警察本部 

警察署 

相互連携 

情報共有・連携 

連携  

地区猟友会 

報道機関 
 
住民・関係機関 
 
○幼稚園・保育所 
各種学校 

○住民・住民団体 
○福祉・介護関連 
施設 

○商業施設 等 

県庁主管部署 

・みどり保全課 
（状況確認） 

 
 
 
 
・農業経営課 
（状況確認） 

 
・畜産課 
・生活衛生課 

 
県警本部 

・生活環境課 
・地域課 

周辺住民等 
近隣市町 

 
市町（相談窓口） 

 
庁内各課 

♦教育委員会等 
 

県出先機関 
 
♦農業改良普及センター 
♦家畜保健衛生所 
♦保健福祉事務所 
 

情報共有 

猟友会へ見回り等の依頼 

情報共有・連携 

連携・情報共有 

（
注
意
喚
起
） 



 

６．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称  善通寺市有害鳥獣対策協議会 

構成機関の名称 役  割 

農業者代表（大麻・善通寺・吉原・与北） 協議会運営 

善通寺地区猟友会 鳥獣捕獲、技術的助言 

善通寺市農業委員会 被害調査、啓発活動 

香川県中讃農業改良普及センター  技術的助言 

香川県農業協同組合善通寺支店  被害調査活動、鳥獣捕獲協力 

香川県農業共済組合仲多度支所  被害調査活動 

善通寺市産業振興部農林課  事務局 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役  割 

   該当なし  

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 講習会参加等により捕獲技術の向上に努める。 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 該当なし 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲者が止めさし等適切な処理をした後、現場で埋葬若しくは処理施設

等で焼却処分する。食肉利用も妨げない。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

 イベント等でジビエ料理の推進を図るとともに、地区猟友会を中心に積

極的にイベント等に参加してもらい、官民一体となったジビエ食品への市

民理解を深める。 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 該当なし 

 


